
電話等での相談

「食品表示相談申込」入力方法説明ページ

　食品表示の様々な法令やパンフレット等を掲載しています。　　　　

　地産地消・外商課では
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を行う

「食品表示相談申込」電子フォームを開設しています

○アレルゲン、添加物、保存の方法、期限表示、製造所等の所在地及び名称、
栄養成分表示（食品表示法 衛生・保健事項）についての相談
■　安芸福祉保健所　衛生環境課
（安芸市、室戸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村）
　　電話：０８８７－３４－３１７３
■　中央東福祉保健所　衛生環境課
（南国市、香南市、香美市、本山町、大豊町、土佐町、大川村）
　　電話：０８８７－５３－３１９０
■　中央西福祉保健所　衛生環境課
（土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村）
　　電話：０８８９－２２－２５８８
■　須崎福祉保健所　衛生環境課
（須崎市、梼原町、津野町、中土佐町、四万十町）
　　電話：０８８９－４２－１９９９
■　幡多福祉保健所　衛生環境課
（四万十市、宿毛市、土佐清水市、黒潮町、大月町、三原村）
　　電話：０８８０－３４－５１１９
※　高知市の事業者の方は、高知市保健所生活食品課
（電話：０８８－８２２－０５８８）へお願いします。

○食品等に係る虚偽・誇大な不当表示（景品表示法）についての相談
■　文化生活部 県民生活課
　　電話：０８８－８２３－９６５３

食品の販売にあたっては、基本的に、一括表示や栄養成分表示などの食品表示が必要となります。
食品表示は、食品表示法や景品表示法など、様々な関連法を遵守する必要があるため、
県では食品表示のラベルに関するご相談に対して、法令上、適切かどうかお答えしています。

各福祉保健所
（食品表示法(衛生及び
保健事項)、薬機法）　　

工業技術センター
計量検定室
（計量法）

県民生活課
（景品表示法）

農産物ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略課
（食品表示法(品質事

項)、米トレサ法）

畜産振興課
（食品表示法
(品質事項)）

水産業振興課
（食品表示法
(品質事項))

高知市くらし・交通安全課
計量検査所
（計量法）

地産地消・外商課

相談先が分からない場合等はまずは地産地消・外商課へ
産業振興推進部　地産地消・外商課　食品加工チーム　
電話：088-823-9704　

○名称、原産地、原材料名、原料原産地名、原産国名、内容量
（食品表示法 品質事項）についての相談
農産物、畜産物、水産物により、下記のとおり部署が分かれています。
■　農業振興部　農産物マーケティング戦略課（農産物）
　　電話：０８８－８２１－４５４１
■　農業振興部　畜産振興課（畜産物）
　　電話：０８８－８２１－４５２２
■　水産振興部　水産業振興課（水産物）
　　電話：０８８－８２１－４５５２

○食品の量目表示（計量法）についての相談
■　商工労働部 工業技術センター　計量検定室
　　電話：０８８－８４５－７７７０
※　高知市の事業者の方は、高知市くらし・交通安全課計量検査所
     （電話：０８８－８０２－５７５３）へお願いします。

①「食品表示相談申込」
　電子申請サービスへアクセス ②ラベル画像や商品画像　

　などを送信

表示ラベルの相談

③各食品表示担当部署へ
一括で確認依頼を行います

④概ね３週間程度(年末年始等除く)
　 でメールにて回答します

申請サービスの入力方法の解説を記載しています。　　　　

※インターネット環境がない等
で申込が難しい方はFAX等で
も受け付けています。まずは地
産地消・外商課までご連絡く
ださい。

相談
無料

高知県電子申請サービスHP
←QRコードを読み込み、「利
用者登録せずに申し込む方は
こちら」をクリック。
入力フォームが表示されます。

申込みこちらから

発行：高知県 地産地消・外商課

食品表示の作成に必要な参考情報

農畜産物加工品
に関するご相談

食品表示のラベル確認


